
�

�

�

�

����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

  ZAMA

広報ざま【座間市のお知らせ】No.１０９２　　令和２年（２０２０年）２月１日●4

　

市
で
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
２
月　

日
（
月
）
〜

１７

３
月　

日
（
月
）
に
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

１６

担
当 

市
民
税
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）8
8
3
3　

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

　

前
年
の
状
況
か
ら
申
告
が
必

要
と
思
わ
れ
る
方
へ
、
１
月
中

旬
に
市
・
県
民
税
の
申
告
書
を

郵
送
し
ま
し
た
。
申
告
書
が
届

い
た
方
は
、
収
入
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
を
し
な
い
と
、
国
民
健

康
保
険
税
や
幼
稚
園
・
高
等
学

校
授
業
料
負
担
な
ど
が
軽
減
さ

れ
な
か
っ
た
り
、
児
童
扶
養
手

当
な
ど
が
受
給
で
き
な
か
っ
た

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
場
合
は
、
市
・
県
民
税
の
申

告
が
不
要
で
す
。

申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告
ががががががががががが
必必必必必必必必必必必
要要要要要要要要要要要
ななななななななななな
方方方方方方方方方方方

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
で
、
申
告
書
が
届
か
な
い
方

は
、
市
役
所
２
階
市
民
税
課
ま

た
は
各
出
張
所
で
申
告
書
を
受

け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　●
 

給
与
以
外
に
不
動
産
・
配
当
・

雑
所
得
や
年
金
な
ど
の
、
各
種

所
得
が
あ
り
、
所
得
税
が
か
か

ら
な
い
方

　●
 

勤
務
先
か
ら
座
間
市
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
給

与
所
得
者

　●
 

給
与
所
得
以
外
の
所
得
合
計

額
が　

万
円
以
下
の
給
与
所
得

２０

者　●
 

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額

が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的

年
金
な
ど
以
外
に　

万
円
以
下

２０

の
所
得
（
農
業
・
不
動
産
・
一

時
所
得
な
ど
）
が
あ
る
方

　●
 

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

払
い
を
受
け
て
お
り
、
確
定
申

告
が
必
要
な
い
方

　●
 

前
年
に
退
職
し
、
再
就
職
し

て
お
ら
ず
、
確
定
申
告
を
し
て

い
な
い
方

　●
 

雑
損
（
火
災
、
盗
難
な
ど
）、

医
療
費
、
生
命
保
険
料
な
ど
の

控
除
を
受
け
る
方

　●
 

前
年
に
収
入
が
な
く
、
税
法

上
の
扶
養
親
族
（
年
間
所
得　
３８

万
円
以
下
）
に
な
っ
て
い
な
い

方

　●
 

前
年
に
収
入
が
な
い
市
外
在

住
者
の
扶
養
親
族

　●
 

前
年
に
収
入
が
な
い
国
民
健

康
保
険
加
入
者

申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告
方方方方方方方方方方方
法法法法法法法法法法法

　

次
の
必
要
書
類
を
〒
２
５
２

－

８
５
６
６
座
間
市
役
所
市
民

税
課
宛
て
に
郵
送
ま
た
は
直
接

担
当
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
必
要
書
類

　●
 

申
告
書
と
印
（
認
め
印
可
）

　●
 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

の
分
か
る
も
の
、
身
分
証
明
書

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
郵
送
時
は
写
し
も
可
。

　●
 

収
入
を
証
明
す
る
書
類
（
源

泉
徴
収
票
、
収
支
内
訳
書
、
支

払
調
書
な
ど
）

　●
 

社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保

険
税
な
ど
）の
支
払
領
収
書（
国

民
年
金
保
険
料
は
控
除
証
明
書
）

な
ど

　●
 

生
命
・
地
震
保
険
料
な
ど
の

控
除
を
受
け
る
場
合
は
そ
の
控

除
証
明
書

　●
 

障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合

は
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
な

ど

市
・
県
民
税
の
申
告

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
は
、

大
和
税
務
署
、
市
役
所
２
階
市

民
税
課
、
各
出
張
所
で
配
布
す

る
確
定
申
告
書
（
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（w

w
w
.nta.go.jp

）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必

要
事
項
を
明
記
し
次
の
通
り
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
の
提
出
時
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
お
よ
び
本
人
確
認
を
行

い
ま
す
の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
分
か
る
も
の
お
よ
び
本
人
確

認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
（
電
子
申

告
す
る
方
は
不
要
）
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
担
当

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

大大大大大大大大大大大
和和和和和和和和和和和
税税税税税税税税税税税
務務務務務務務務務務務
署署署署署署署署署署署
ででででででででででで
ののののののののののの
申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告

　

令
和
元
年
分
の
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
、贈
与
税
、

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
作

成
会
場
を
次
の
通
り
開
設
し
ま

す
。

○
と　

き　

２
月　

日
（
月
）

１７

〜
３
月　

日
（
月
）
午
前
９

１６

時
〜
午
後
５
時
（
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
・
休
日
を
除
く
。

相
談
受
付
は
午
前
８
時　

分
３０

〜
午
後
４
時
）

　

※
２
月　

日
（
月
）
、
３
月

２４

１
日
（
日
）
は
開
場
し
ま
す

（
納
付
不
可
）
。

○
と
こ
ろ　

大
和
税
務
署
（
大

和
市
中
央
５－

　

－

　

）

１４

２２

○
問
い
合
わ
せ
先　

大
和
税
務

署　

1
０
４
６
（
２
６
２
）

９
４
１
１

市市市市市市市市市市市
役役役役役役役役役役役
所所所所所所所所所所所
ででででででででででで
ののののののののののの
申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告

　

令
和
元
年
分
の
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申

告
書
を
次
の
通
り
受
け
付
け
ま

す
。

○
と　

き　

２
月　

日
（
月
）

１７

〜
３
月　

日
（
月
）
午
前
９

１６

時　

分
〜
午
後
３
時　

分（
土

３０

３０

曜
・
日
曜
日
、
祝
・
休
日
を

除
く
）

○
と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５－

１
会
議
室

申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告
相相相相相相相相相相相
談談談談談談談談談談談

◆
税
理
士
会
の
相
談

　

給
与
所
得
者
、年
金
受
給
者
、

小
規
模
納
税
者
を
対
象
と
し
て
、

税
理
士
会
に
よ
る
確
定
申
告
書

の
作
成
・
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
（
無
料
）
。

○
と　

き　

２
月　

日
（
月
）・

１０

　

日
（
水
）
▽
午
前
の
部
＝

１２午
前
９
時
〜
正
午
▽
午
後
の

部
＝
午
後
１
時
〜
３
時　

分
３０

（
午
前
８
時　

分
開
場
）

３０

○
と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５－

１
会
議
室

○
内　

容　

所
得
税
・
復
興
特

別
所
得
税
相
談
、
小
規
模
納

税
者
の
個
人
消
費
税
相
談

○
持
ち
物　

申
告
に
必
要
な
も

の
（
源
泉
徴
収
票
や
各
種
控

除
証
明
書
な
ど
）
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
に
係
る
本
人
確
認
書

類
の
写
し
、
前
年
分
の
確
定

申
告
書
な
ど
の
控
え
、
口
座

番
号
が
分
か
る
も
の
、
印
他

※
希
望
者
が
多
数
の
場
合
、
受

け
付
け
で
き
な
い
場
合
あ
り
。

◆
市
役
所
の
相
談

　

事
前
予
約
制
の
確
定
申
告
相

談
を
次
の
通
り
受
け
付
け
ま
す
。

詳
し
く
は
、
本
紙
令
和
２
年
１

月　

日
号
４
面
を
ご
覧
に
な
る

１５
か
、
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
と　

き　

２
月　

日
（
月
）

１７

〜
３
月　

日
（
月
）
▽
第
一

１６

部
＝
午
前
９
時
〜　

時　

分

１０

１５

▽
第
二
部
＝
午
前　

時　

分

１０

１５

〜　

時　

分
▽
第
三
部
＝
午

１１

３０

後
１
時
〜
２
時　

分
▽
第
四

１５

部
＝
午
後
２
時　

分
〜
３
時

１５

　

分
３０

○
と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５－

１
会
議
室

○
定　

員　

１
日
１
２
０
人

○
持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

分
か
る
も
の
、
本
人
確
認
書

類
、
源
泉
徴
収
票
、
各
種
控

除
証
明
書
、
医
療
費
の
明
細

書
、
銀
行
口
座
番
号
（
本
人

名
義
）
が
分
か
る
も
の
、印
、

前
年
分
の
確
定
申
告
書
な
ど

の
控
え
な
ど

○
申
込
方
法　

２
月
５
日（
水
）

〜
３
月　

日
（
月
）
午
前
９

１６

時　

分
〜
午
後
３
時　

分（
土

３０

３０

曜
・
日
曜
日
、
祝
・
休
日
を

除
く
）
に
予
約
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
1
０
４
６
（
２
５
２
）
８

８
３
０（
申
込
期
間
外
不
通
）

へ

電電電電電電電電電電電
子子子子子子子子子子子
申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告

「「「「「「「「「「「
ｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅ－－－－－－－－－－－

ＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴ
ａａａａａａａａａａａ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
」」」」」」」」」」」

　

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム
（
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
）
を
利
用

す
る
と
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
な

ど
で
電
子
申
告
を
行
え
ま
す
。

電
子
申
告
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
が
、
事

前
に
税
務
署
で
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ

ー
ド
の
発
行
を
受
け
る
と
、
同

カ
ー
ド
が
な
く
て
も
申
告
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
ｅ－

Ｔ
ａ

ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ （w

w
w
.e

‐ t

ax.nta.go.jp

） を
ご
覧
に
な
る

か
、大
和
税
務
署
1
０
４
６（
２

６
２
）
９
４
１
１
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵
送送送送送送送送送送送
ででででででででででで
ののののののののののの
申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告

　

封
筒
に
、
差
出
人（
申
告
者
）

の
住
所
、
氏
名
を
明
記
し
、
〒

２
４
２－

８
５
６
７
大
和
市
中

央
５－

　

－

　

大
和
税
務
署
宛

１４

２２

て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
書
な
ど
の
「
控
」

に
税
務
署
の
受
付
印
が
必
要
な

方
は
、切
手
を
貼
り
返
信
先（
申

告
書
に
記
載
し
た
住
所
と
氏
名
）

を
記
入
し
た
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
通
信
日
付
（
消
印
日

付
）
が
提
出
日
と
な
り
ま
す
。

「
市
「
市
・
県
民
税
の
申
告
」
と

・
県
民
税
の
申
告
」
と

「
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
」

「
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
」

　

市
で
は
、

事
業
承
継
に

つ
い
て
専
門

家
の
講
師
を

招
き
セ
ミ
ナ

ー
を
開
催
し
ま
す
。

○
と　

き　

３
月
９
日
（
月
）

午
後
６
時
〜
８
時

○
と
こ
ろ　

サ
ニ
ー
プ
レ
イ
ス

座
間
３
階
研
修
室

○
講　

師　

中
小
企
業
基
盤
整

備
機
構
関
東
本
部
事
業
承
継

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
弁
護

士　

大
西
雄
太
さ
ん

○
対　

象　

企
業
経
営
者
、
個

人
事
業
主
、
後
継
予
定
者
、

興
味
の
あ
る
方

○
参
加
費　

無
料

○
申
込
方
法　

市
役
所
４
階
商

工
観
光
課
で
配
布
す
る
所
定

の
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
直
接

担
当
へ

事
業
承
継
セ
ミ
ナ
ー

事
業
承
継
セ
ミ
ナ
ー

担
当

商
工
観
光
課

1
0
4
6（
2
5
2
）7
6
0
4

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0


